
高等女学校令ヲ定ム　　
　明治24年（1891）に中学校令が改正された際、第14条に新たに女子中等教育の規定が加えられ、尋常中学校
の一種として高等女学校が設けられました。明治32年政府は高等女学校令を公布し、高等女学校を中学校か
ら分離して独立した種類の学校と規定しました。これらの勅令の改正・公布の結果、男子だけではなく尋常
小学校を卒業した女子生徒も、中等教育を受けることができるようになりました。資料は、高等女学校令の
勅令案が提出された際に樺

かば

山
やま

資
すけ

紀
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文部大臣から山縣有朋内閣総理大臣に提出された提案の経緯を説明した文
書です。
　　� 　　請求番号：類00861100
　　� 　　国立公文書館所蔵

富山県　県立富山高等女学校　　
　明治32年（1899）、各府県に高等女学校の設置を義務付けた高等女学校令が公布されました。明治34年、富
山県初の高等女学校として設けられたのが、富山高等女学校です。同校は、現在の富山県立富山いずみ高等
学校の前身に当たります。資料は、昭和22年、全国の学校の状況を調査した際に作成された高等女学校の台
帳です。
　　� 　　請求番号：昭59文部02576100
　　� 　　国立公文書館所蔵
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尋常高等小学校学校家庭通信簿　
　資料は、明治45年度（1912～13）の尋常高等小学校の高等課程２年生（現在の中学校２年生の年齢）の生徒
の通信簿です。明治40年（1907）の小学校令の一部改正により、小学校は義務教育期間の尋常小学校（６年間）
と高等小学校（２年間）の２段階となりました。尋常高等小学校とは、尋常小学校課程と高等小学校課程を
一つの学校に併置した小学校のことです。
　資料では、当時の高等小学校の教科・科目を確認することができます。教科・科目の学期ごとの評価（10
段階）と月ごとの出席状況が記載されており、保護者が毎月確認印を押印する形式となっています。
　　　� 　　　高浪家文書　富山県公文書館所蔵

市町村立小学校教育費国庫補助法ヲ定ム　
　明治33年（1900）の小学校令の全部改正により、尋常小学校の授業料が原則として廃止されました。そこで
問題となったのが、市町村財政における教育費です。授業料の廃止と、小学校教員の給与の保障とを両立さ
せるため、市町村の財政における教育費の負担が増加しました。この負担を軽減するため、明治33年３月、
市町村立小学校国庫補助法が公布されました。資料は、市町村立小学校国庫補助法の公布が閣議決定された
際の閣議書です。
　　� 　　請求番号：類00894100
　　� 　　国立公文書館所蔵
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